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このU-NEXT MOBILE利用規約（以下、「本規約」といいます）は、株式会社U-NEXT（以下、

「当社」といいます）が提供する「U-NEXT MOBILE」サービス（以下、「本サービス」とい

います）をご利用いただく際の契約内容を定めるものです。本規約に同意いただけない場合

は、本サービスをご利用いただけません。 

  

第１章  総則 

  

第１条（用語の定義） 

本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。 

用語 用語の定義 

契約者 利用契約を締結している者。 

利用者 契約者の承諾を得て、本サービスを利用する者。 

申込者 利用契約を締結し本サービスを利用することを希望して、申

込を行った者。 

利用契約 本規約にもとづく本サービスの利用に関する契約。 

U-NEXTアカウント 当社が提供するサービスを利用するために必要な、当社が

発行するアカウント。 

U-NEXTポイント 当社が発行する、１ポイント＝１円として当社が指定する商

品・サービス等に利用することができるポイントをいいま

す。 

携帯電話事業者 当社とワイヤレスデータ通信、音声サービスまたはＳＭＳの

提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯

電話事業者。 

ワイヤレスデータ通信 携帯電話事業者の提供による無線データ通信。 



 

 

高速データ通信 当社が別途定める通信の帯域制限（ただし、第３４条（通信

利用の制限）および第３５条（通信時間等の制限）に規定す

る制限の場合は除きます）を受けずに利用できるワイヤレス

データ通信。 

ＳＭＳ 回線交換方式により、テキストメッセージを送受信するサー

ビス。 

音声サービス 回線交換方式による音声通信サービス。  

音声サービスオプション 音声サービスに関するオプションサービス。 

利用開始日 本サービスの提供を開始した日をいい、eSIM開通に必要な当

社所定の手続き（以下、「開通手続き」といいます）を完了

した日とする。 

利用開始月 利用開始日が属する月。 

本サービス利用料 当社が別途定める、登録事務手数料およびeSIM発行手数料等

の本サービス利用開始にあたり発生する費用（以下、総称し

て「初期費用」といいます）、本プラン月額基本料、SMS通

信料、通話料、音声サービスオプション利用料、データチャ

ージ利用料、その他オプションサービス利用料、ユニバーサ

ルサービス料、電話リレーサービス料等の本サービス利用に

あたり発生する費用、および本サービスに関する各種手続き

にかかる手数料等の総称。 

ユニバーサルサービス料 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）に定める基礎的

電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、

基礎的電気通信役務の提供にかかる交付金および負担金算定

等規則（平成１４年総務省令第６４号）により算出された額

にもとづいて、当社が定める料金。 



 

 

電話リレーサービス料 電話リレーサービス（聴覚や発話に困難のある方（以下、

「聴覚障害者等」といいます）と聴覚障害者等以外の者との

会話を、通訳オペレータが手話・文字と音声を通訳すること

により電話で双方向につなぐサービス）を提供するために公

平にご負担いただく料金。 

端末機器 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則（平成１６年総

務省令第１５号）で定める種類の端末設備の機器。 

自営端末機器 契約者および利用者が本サービスを利用するため自ら用意す

る端末機器。 

eSIM 端末機器に内蔵された埋め込み式SIM。 

EID eSIMを使用するために必要な識別番号。 

協定事業者 当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者

（携帯電話事業者を含みます）。 

国際電気通信事業者等 携帯電話事業者との間で相互接続協定を締結して国際電話サ

ービス等を提供する電気通信事業者。 

消費税相当額 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）および同法に関する

法令の規定にもとづき課税される消費税の額、ならびに、地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）および同法に関する法

令の規定にもとづき課税される消費税の額。 

 

第２条（本規約の適用と範囲） 

１．本サービスのご利用については、本規約が適用されます。本サービスのご利用にあたって

は、本規約をよく読み、ご理解いただいたうえで、お使いください。ただし、電気通信事業法

にもとづき契約者に提供する書面において、本規約と異なる定めがある場合は、当該書面の規

定が優先するものとします。 



 

 

２．当社は、本サービスの利用に関して、本規約のほか、各サービスの利用に関する個別規定

および追加規定、重要事項説明書、ガイドライン等（以下、総称して「個別規定等」といいま

す）を定めることがあります。個別規定等は本規約の一部として、ご利用いただく際の契約内

容となります。 

３．本規約と個別規定等との間に齟齬が生じた場合は、個別規定等が本規約に優先して適用さ

れます。 

４．個別規定等で用いられる用語の定義は、特に定めがない限り本規約に従うものとします。 

５．契約者が、第１０条（利用権の譲渡および地位の譲渡）に従い利用者に本サービスを利用

させた場合においては、利用者の行為は契約者の行為とみなして本規約が適用されるものとし

ます。 

 

第３条（本サービスに関する通知） 

本サービスに関する当社からの通知は、当社の判断および法令にもとづき以下各号のいずれか

の方法で行うものとします。 

（１）本サービスにかかるＷｅｂサイト上への掲示または当社ホームページ上（本サービスア

プリ画面も含む）への掲載。この場合、掲載されたときをもって、全ての契約者に対して通知

が完了したとみなします。 

（２）本サービスの利用に際して、当社に届け出た契約者のメールアドレス宛への電子メール

の送信。この場合、当社が契約者へ電子メールを送信したときをもって、全ての契約者に対し

て通知が完了したとみなします。 

（３）本サービスの利用に際して、当社に届け出た契約者の住所宛への郵送。この場合、郵便

物を契約者の住所に発送したときをもって、全ての契約者に対する通知が完了したとみなしま

す。 

（４）当社に届け出た契約者の携帯電話番号宛の、ＳＭＳの送信。この場合、当社が契約者へ

ＳＭＳを送信したときをもって、全ての契約者に対して通知が完了したものとみなします。 

 

第４条（本規約および個別規定等の変更） 



 

 

１．当社は以下の場合に、当社の裁量により本規約および個別規定等を変更することができま

す。 

（１）本規約および個別規定等の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき 

（２）本規約および個別規定等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変

更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして、合理的なものである

とき 

２．当社は、前項にもとづく本規約および個別規定等の変更にあたっては、当該規約の変更を

行う旨および変更後の本規約の内容ならびにその効力発生時期を契約者に通知するものとしま

す。 

３．本条第１項に当てはまらない本規約および個別規定等の変更については、事前に契約者に

対して通知を行います。当該通知後、契約者が本サービスを利用したことをもって、変更後の

規約に同意したものとみなし、変更後の規約が効力を生じるものとします。ただし、当該通知

から起算して３０日が経過しても何ら異議を申し立てない契約者も、当該規約の変更に同意し

たものとみなします。 

 

第５条（契約の単位） 

１．契約者と当社は、本サービスの一のプランごとに一の利用契約を締結するものとします。 

２．契約者が契約できる利用契約は、当該契約者が保有する１つのU-NEXTアカウントに対し

て、利用契約1つを上限とします。なお、U-NEXTアカウントを複数保有する場合は、利用契約

も複数締結することができますが、その場合も契約者1名につき最大4回線を利用契約の上限数

とします。また、１つのEIDに対して１つの利用契約を上限とします。 

 

第６条（本プラン内容） 

１．本プラン内容は以下のとおりとします。なお、詳細は個別規定等にて定めます。 

本プランの名称 本プランの内容 



 

 

２０ＧＢプラン 毎月２０ＧＢの高速データ通信容量が付与されるプランです。な

お、高速データ通信容量の有効期限は無制限です。ただし、蓄積で

きる高速データ通信容量の上限は累積１００ＧＢとします。当該上

限を超える高速データ通信容量は無効となり、蓄積されません。 

  

２．本プランの利用開始日（以下、「本プラン利用開始日」といいます）は、開通手続きが完

了し、当社による本プラン月額基本料の与信枠の確認が完了した日とします。 

第２章  利用の開始および終了 

 

第７条（利用契約の申込および成立） 

１．申込者は、本規約に同意したうえで当社所定の方法により利用契約の申込を行うものとし

ます。 

２．満１８歳の年齢に達していない方の利用契約の申込は受け付けません。 

３．当社が指定する利用契約の申込方法によっては、申込期限を設けている場合がございま

す。この場合、当該期限後は、当該申込を行うことはできません。利用契約の申込の際には、

記載されている注意事項をよくご確認のうえ、お申し込みください。 

４．申込者は、利用契約の申込にあたり、当社所定の契約者情報（第１７条（利用情報の取

得）第１項第１号において定義します。）を提供し、当社指定の方法による本人確認を行うも

のとします。なお、本人確認は、eSIMプロファイルを再発行する場合に、再度行う場合があり

ます。 

５．当社は、以下各号のいずれかに該当すると当社が判断したときには、利用契約の申込を承

諾しないことがあります。 

（１）契約者情報（第１７条（利用情報の取得）第１項第１号において定義します。）に記入

もれ、誤記、または虚偽の記載があるとき。 

（２）申込者が本サービス利用料その他の債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると

き。 



 

 

（３）申込者が過去に本規約に違反した事実があったとき。 

（４）本人確認を完了することができないとき。 

（５）当社がクレジットカード等の支払手段の有効性を確認できなかったとき。 

（６）申込者が第５条（契約の単位）に定める利用契約の上限数を超えて利用契約の申込を行

ったとき。 

（７）申込者が満１８歳未満であったとき。 

（８）申込者が第２８条（利用の停止）第１項各号に該当するとき。 

（９）その他、当該利用契約の申込を承諾することが、当社の業務の遂行上支障があるとき。 

６．前項にもとづき、当社が利用契約の申込を承諾しなかった場合、当社は当該申込を無効と

して、削除することができるものとします。 

７．第５条（契約の単位）に定める利用契約の上限数に反して、すでに当社サービスをご利用

中のEIDと同一のEIDを用いて開通手続きを行った場合は、別のEIDを用いて開通手続きを行わ

なければ開通手続きは完了しません。 

８．本人確認完了後、当社が別途定めた期間までに開通手続きを完了しない場合は、当該申込

は無効として、削除されます。 

９．前項の場合において、利用契約の申込が無効となっても、初期費用は発生いたします。 

１０．利用契約は、当社が利用契約の申込を承諾し、開通手続きをすべて完了した日に成立す

るものとします。 

１１．申込者または契約者が、本サービスのうちMNPの対象となるサービスの利用を申し込む

場合において、MNPの適用を希望するときは、利用に先立って、当社所定の方法によりその旨

を申し出るものとします。 

 

第８条（契約者による利用契約の解約） 

１．契約者が利用契約の解約（MNPによる電話番号の転出（以下、「MNP転出」といいます）

を含むものとし、以下、同様とします）を希望する場合は、当社所定の方法により解約申込を

行うものとします。 



 

 

２．前項の場合において、契約者がMNPの適用を希望する場合は、解約申込に先立って、当社

所定の方法によりその旨を申し出るものとします。 

３．利用契約の解約日は、契約者が解約申込を行った日とします。ただし、当社の解約手続き

の都合上、利用契約が終了した後も、ＳＭＳまたは音声サービスが利用可能な場合で当該サー

ビスの利用が確認された場合は、利用契約の終了にかかわらず、当該利用にかかる料金を支払

うものとします。 

４．前項にかかわらず、MNP転出の場合は、利用契約の解約日は、他の電気通信事業者への電

話番号の転出が完了した日となります。 

５．契約者が利用契約の解約を行った際の、解約日が属する月額料金の計算期間の本サービス

利用料については、1か月分の月額料金が発生するものとし、いかなる場合でも日割計算は行い

ません。 

６．契約者は、本規約の他の規定にかかわらず、電気通信事業法第２６条の３に定める初期契

約解除制度の対象となる音声サービス（以下、「初期契約解除対象サービス」といいます）に

ついては、当社が交付する契約書面をお客様が受領した日または初期契約解除対象サービスの

提供が開始された日から起算して８日を経過するまでの間は、当社に書面または当社が指定す

る方法で通知することにより、初期契約解除対象サービスについての利用契約を解除すること

ができます。 

 

第９条（利用者の利用制限） 

1．利用者は、利用契約の当事者ではないため、利用契約の解約、eSIMプロファイル再発行、M

NP予約番号の発行等の一切の本サービスにかかる手続きを行うことはできません。これらの手

続きは、契約者のみが行うことができます。 

2．契約者は、本サービスを利用者に利用させている場合であっても、利用契約に関して、解約

を含む全ての手続きを単独で行うことができます。当該手続きの性質上、利用者の同意が必要

となる場合においては、契約者からの申込をもって、利用者の同意を取得しているものとみな

します。 

 

第１０条（利用権の譲渡および地位の譲渡） 



 

 

１．契約者は、本サービスの利用権を譲渡することはできず、当社に利用権の譲渡にかかる承

諾を請求することはできません。 

２．契約者は、契約者の責任において、契約者の親族または生計を共にしていると当社におい

て判断される者に限り、利用者として本サービスを利用させることができます。ただし、本サ

ービスを再販する等、業として第三者に本サービスを利用させることはできません。 

３．契約者が死亡したときは、当該契約者にかかる利用契約は終了します。契約者の死亡によ

る地位の承継はできません。 

  

 

第３章  料金 

 

第１１条（料金の支払義務） 

１．本サービスのうち、当社が指定する販売形式においては、あらかじめパッケージを購入し

たうえで、利用契約をお申し込みいただきます。この場合、パッケージの代金は、申込の前後

または利用開始の前後を問わず、利用者の都合により本サービスを利用できない場合または利

用しない場合であっても、ご返金はいたしません。 

２．契約者は、利用契約の申込を当社が承諾した時点で、初期費用を支払うものとします。 

３．契約者は、別紙料金表の規定により、利用開始日または利用開始月から利用契約の解約日

までに発生する本サービス利用料を支払うものとし、日割計算は行いません。 

４．本サービス利用料に含まれる各料金について、本規約には、消費税相当額を加算済みの価

格を記載しています。ただし、別紙料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされ

ている料金については、この限りではありません。 

  

第１２条（料金の支払方法） 



 

 

1．本サービス利用料は、当社が別途定める場合を除き、クレジットカードにより支払うものと

します。ただし、以下に定める料金の支払いは、契約者が保有するU-NEXTポイントを優先的に

充当し、残額をクレジットカードにより支払うものとします。 

（１）本プラン月額基本料 

（２）データチャージの料金 

（３）データチャージオプション月額利用料 

（４）初期費用 

（５）その他当社が別途定める料金 

2．本サービス利用料の支払は、契約者が利用契約の申込において当社に届け出たクレジットカ

ード会社の規約にもとづいて行われるものとします。 

3．本サービスのうち、当社が指定するサービスについては、当社が別途定める毎月の課金日そ

の他必要な時点において、当社所定の基準によりクレジットカードの与信枠を設定することが

あります。 

 

第１３条（セット割引） 

１．契約者が以下の各号に定める条件を全て満たす場合、当社はセット割引（以下、「本割

引」といいます）を適用します。 

（１）当社が提供する映像配信サービスを主体とした月額定額制のサービスのうち、当社が指

定したプラン（以下、「対象プラン」といいます）を契約していること 

（２）本プラン利用開始日または本プラン利用開始日に応当する日（ただし、応当する日がな

い場合は、当該応当する日がない月の末日とします。以下、「更新日」といいます）に対象プ

ランの契約が有効であること 

（３）同一のU-NEXTアカウントで、対象プランと本サービスを契約していること 

２．前項の規定にかかわらず、当社は、業務上支障があるとき、その他当社が不適切と判断し

たときは、本割引を適用いたしません。 

３．本条第1項各号に定める条件をひとつでも満たさない場合は、本割引は適用されません。 



 

 

 

第１４条（割増金および延滞利息） 

1．契約者が本サービス利用料の支払を不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額

（消費税相当額を加算しない額とし、以下、同様とします）の２倍に相当する額に消費税相当

額を加算した額（別紙料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金に

あってはその免れた額の２倍に相当する額）を割増金として当社が別途定める方法により支払

うものとします。 

2．契約者は、本サービス利用料その他の債務（延滞利息を除くものとし、以下、同様としま

す）について支払期日を経過してなお支払がない場合には、当該料金その他の債務の他、支払

期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年１４．５％の割合で計算して得た額を延

滞利息として当社が別途定める方法により支払うものとします。 

  

第１５条（過払金の取扱い） 

第１１条（料金の支払義務）または第１４条（割増金および延滞利息）に定める金銭が支払わ

れた場合であって、契約者が通常支払うべき金額を超える金額を当社に支払ったときは、当社

の定める時期および方法により、契約者に差額分を返金します。ただし、返金に要する費用は

契約者が負担するものとします。 

 

第１６条（債権の譲渡および譲受等） 

1．契約者は、本サービスにかかる債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承

認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略

するものとします。 

2．契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者（当社が別に定める者に限るものとし、

以下、本条において同様とします）の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされ

た当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。こ

の場合、本サービスを提供する事業者および当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の

請求を省略するものとします。 



 

 

3．前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービス利用料とみなし

て取り扱います。 

４．当社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契

約上の地位、利用契約にもとづく権利および義務ならびに利用情報（第１７条（利用情報の取

得）１項において定義します。）を事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約

者および利用者は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、

本項に定める事業譲渡には、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとしま

す。 

 

 

第４章  利用方法 

  

第１７条（利用情報の取得） 

1．当社は、契約者および利用者から、以下の各号に掲げる情報（以下、総称して「利用情報」

といいます）を取得するものとします。 

（１）契約者が利用契約の申込にあたり、第７条（利用契約の申込および成立）にもとづいて

当社に提供する情報:氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、クレジットカード

番号等からなり、以下、「契約者情報」といいます。 

（２）契約者または利用者が本サービス利用にあたり、当社に提供する情報:氏名、住所、生

年月日等からなり、以下、「利用者登録情報」といいます。 

（３）その他、当社が本サービスの提供に付随して取得する情報:請求明細、利用可能通信容

量等からなります。 

2．当社は、利用契約の内容の変更または解約申込について、利用者登録情報の提供を条件とす

る場合があります。また、契約者が利用者登録情報の全部または一部を提供しない場合、契約

者および利用者に対するサポートサービスを提供できない場合があります。 

  

第１８条（氏名等の変更の届出） 



 

 

1．契約者は、当社に提供した契約者情報または利用者登録情報に変更が生じた場合には、当社

所定の方法により、当社に届け出るものとします。 

2．契約者情報または利用者登録情報に変更があったにもかかわらず、前項の届出がないとき

は、当社から契約者に対する通知は、当社に届け出られている契約者情報および利用者登録情

報にもとづいて行われ、これをもって通知を行ったものとみなします。また、当該通知は、通

常到達すべき時期に到達したものとみなします。 

 

第１９条（自己責任の原則） 

1．契約者および利用者は、本サービスを利用して行った自己の行為およびその結果について、

責任を負います。 

2．契約者または利用者が本サービスを利用して第三者に損害を与えた場合、契約者は自己の責

任と費用をもって解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。 

 

第２０条（禁止事項） 

１．契約者および利用者は、本サービスを使用するにあたり、以下の行為を行ってはならない

ものとします。 

（１）他人の商標権、著作権、その他知的財産権を侵害する行為 

（２）他人の財産権、プライバシー権、肖像権、その他の権利または利益を侵害する行為 

（３）他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為 

（４）詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為 

（５）わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載す

る行為 

（６）薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または

未承認医薬品等の広告を行う行為 

（７）貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為 

（８）無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、またはこれを勧誘する行為 



 

 

（９）他人のＷｅｂサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する

行為 

（１０）自己のＩＤ情報を他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く行為 

（１１）他人になりすまして本サービスを使用する行為（他の利用者のＩＤ情報を不正に使用

する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます） 

（１２）コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人

が受信可能な状態のまま放置する行為 

（１３）他人の管理する掲示板等（ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みま

す）において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行

為 

（１４）受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメール等を送信する行為 

（１５）受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメー

ル等（嫌がらせメール）を送信する行為 

（１６）違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘す

る行為 

（１７）違法行為（けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、

殺人、脅迫等）を請負し、仲介しまたは誘引（他人に依頼することを含む）する行為 

（１８）人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社

会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為 

（１９）人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手

段等を紹介するなどの行為 

（２０）犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中

傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者として掲載等させること

を助⾧する行為 

（２１）他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為 

（２２）他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、または

それらの運営を妨げる行為 

（２３）利用回線を故意に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為 

（２４）多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行

為 



 

 

（２５）本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシステ

ムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行う行為 

（２６）自動ダイアリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第

三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為 

（２７）ソフトウェア、プログラミング、ロボット等の自動装置を用い、またはその他の方法

により、当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼす行為 

（２８）位置情報を取得することができる端末機器を利用者回線へ接続し、それを他人に所持

させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、またはそのおそれがある行為 

（２９）その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を侵害する行為 

（３０）事前に当社の承諾なく、接続サービスを不特定の第三者に利用させる行為 

（３１）第５条（契約の単位）で定める利用契約の上限数を超えて、回線を利用する行為 

（３２）前各号の他、法令もしくは本規約、もしくは公序良俗に違反し、または他者の権利を

侵害する行為 

（３３）その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助⾧する行為 

（３４）前各号のいずれかに該当するおそれがあると当社が合理的な根拠に基づき合理的に判

断する行為 

（３５）前各号のほか、本サービスの契約者または利用者として不適切であると、当社が合理

的な根拠に基づき合理的に判断する行為 

２．前項の規定は、契約者または利用者が同項各号に定める行為を行わないよう、当社に情報

の監視または削除等の義務を課すものではありません。同項各号に定める行為が行われ、当社

がこれらの情報の監視または削除等を行わなかったことにより契約者、利用者または第三者に

損害が発生した場合であっても、当社の故意または過失により生じた場合を除き、当社は一切

の責任を負わないものとします。 

３．契約者または利用者が本条第１項各号に定める行為を行っている、または、行うおそれが

あると当社が判断した場合、当社は当該契約者または利用者に対して、本人確認等の調査を行

うことがあります。契約者および利用者は当該調査に協力する義務を負います。 

  

第２１条（他のインターネットサービス） 



 

 

１．契約者および利用者は、本サービスを利用して当社以外の者が管理、運営するＷｅｂサイ

ト等のインターネット上のサービス（以下、「他のインターネットサービス」といいます）に

アクセスする場合は、第２０条（禁止事項）第１項各号に定める行為を行わないものとしま

す。また、他のインターネットサービスの管理者から当該サービスの利用にかかる注意事項が

表示されているときは、契約者および利用者はこれを遵守するものとします。 

２．当社は、他のインターネットサービスに関し、一切責任を負いません。 

３．契約者および利用者は、他のインターネットサービスを利用する場合においても、第１９

条（自己責任の原則）が適用されることを承諾します。 

４．当社は、契約者または利用者が本サービスを利用することにより、インターネットに接続

された世界中のいずれのＷｅｂサイトにもアクセスできることを保証するものではありませ

ん。 

 

第２２条（設備等にかかる維持責任） 

契約者および利用者が本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者および

利用者が自己の費用と責任において維持するものとします。 

 

第２３条（著作権等） 

１．契約者および利用者は、本サービスの利用に関して当社が契約者および利用者に提供する

ソフトウェア、マニュアルその他情報（映像、音声、文章等を含み、以下、「ソフトウェア

等」といいます）に関する著作権、商標、商号、技術その他に関する一切の権利が、当社また

は当社に対してソフトウェア等を提供した第三者に帰属するものであることを確認するものと

します。 

２．契約者および利用者は、ソフトウェア等を自己使用の目的のみに利用することができま

す。契約者および利用者は、ソフトウェア等について自己使用以外の目的による複製等の利用

を行わないものとし、ソフトウェア等をＷｅｂサイトに掲載し、また公衆送信を行うこと等に

より、第三者による複製等の利用を行わせてはならないものとします。 

３．契約者および利用者は、本サービスの利用を終了した場合には、速やかにソフトウェア等

を消去するものとします。 



 

 

４．本条の規定に違反して紛争が発生した場合、契約者および利用者は、自己の費用と責任に

おいて当該紛争を解決するとともに、いかなる場合においても当社に損害を与えないものとし

ます。 

  

第２４条（利用情報の取扱い） 

１．当社は、利用情報について、善良な管理者としての注意をもって管理します。 

２．当社は、利用情報を以下の目的にのみ利用し、法令にもとづいて官公庁から開示を求めら

れた場合を除き、第三者に開示しないものとします。 

（１）携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等および携帯音声通信役務の不正な利用

の防止に関する法律（平成１７年法律第３１号）（以下、「携帯電話不正利用防止法」といい

ます）その他法令に定められた不正利用防止の目的 

（２）本サービス利用料を回収する目的 

（３）契約者および利用者に対するサポートサービスを円滑に提供する目的 

（４）契約者または利用者に対し、本サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の

目的で、電子メールまたは郵便等で通知をする目的 

（５）商品開発等の目的で本サービスに関する利用動向を調査し、特定個人の識別が不可能な

形式に加工したうえで、その分析結果を自ら利用し、または第三者に提供する目的 

（６）利用者から事前の同意を得た場合 

３．当社は、契約者確認（携帯電話不正利用防止法第９条で定める「契約者確認」をいうもの

とし、以下、同様とします）を求められたときは、当該契約者または利用者に対し、契約者確

認を行うことがあります。この場合、契約者および利用者は、当社の定める期日までに契約者

確認に応じるものとします。 

 

第２５条（他の電気通信事業者等への情報の通知） 

１．契約者および利用者は、第８条（契約者による利用契約の解約）または第２９条（当社に

よる利用契約の解除）の規定にもとづき契約を終了した後、現に本サービス利用料その他の債

務の支払がない場合、または契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事

業者からの請求にもとづき、氏名、住所、電話番号、生年月日および支払状況等の情報（契約



 

 

者または利用者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、当社が別

途定めるものに限ります）を当該電気通信事業者に通知することにあらかじめ同意するものと

します。 

２．契約者および利用者は、当社が、国際電気通信事業者等からの請求にもとづき、氏名、住

所、電話番号および生年月日等の情報を当該国際電気通信事業者等に通知することにあらかじ

め同意するものとします。 

３．前２項の規定によるほか、契約者および利用者は、当社が、MNPにかかる携帯電話サービ

スを提供する事業者からの請求にもとづき、氏名、住所、電話番号および生年月日等の情報（M

NPにかかる手続きのために必要なものに限ります）を当該事業者に通知することにあらかじめ

同意するものとします。 

  

 

第５章  利用の中断、一時中断、利用の停止および解除 

  

第２６条（利用の中断） 

１．当社は、以下各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用を中断することがあ

ります。 

（１）当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 

（２）第３４条（通信利用の制限）または第３５条（通信時間等の制限）により通信利用を制

限するとき。 

（３）携帯電話事業者の規定により通信利用を制限するとき。 

２．当社は、前項の規定により本サービスの利用を中断するときは、第３条（本サービスに関

する通知）によりあらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は

この限りではありません。 

３．本条にもとづく利用の中断があっても、本サービス利用料は発生します。 



 

 

４．当社は、本条にもとづく利用の中断について、損害賠償または本サービス利用料の全部ま

たは一部のご返金はいたしません。 

  

第２７条（契約者からの請求による利用の一時中断） 

１．当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時

中断（その電話番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいうもの

とし、以下、同様とします）を行います。 

２．前項にもとづき利用の一時中断を受けた契約者が利用の一時中断の解除を請求する場合

は、当社所定の方法により行うものとします。 

３．利用の一時中断および利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間

経過後に完了します。利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた本サービス利用料

は、契約者または利用者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。 

４．利用の一時中断または利用の一時中断の解除の手続き状況については、マイページよりご

確認いただけます。 

５．利用の一時中断があっても、本サービス利用料は発生します。 

  

第２８条（利用の停止） 

１．当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者または利用者が以下各号のいず

れかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。 

（１）本サービス利用料、対象プラン利用料その他の当該契約者の当社に対する債務につい

て、支払期日を経過してもなお支払わないとき（当社が定める方法による支払のないとき、お

よび当社が支払の事実を確認できないときを含みます）。なお、上記債務のうち一部が支払わ

れない場合も、全ての本サービスの利用が停止されることがあります。 

（２）契約者が届け出たクレジットカードの会員資格を喪失した場合、クレジットカードの有

効期限が満了している場合、クレジットカードの利用限度額を超過した場合、その他何等かの

理由によりクレジットカード会社（クレジットカード決済代行業者を含みます）から本サービ

ス利用料の決済を受けられないことが判明したとき。 

（３）契約者情報または利用者登録情報が事実に反することが判明したとき。 



 

 

（４）第１２条（料金の支払方法）第３項に定める与信枠の設定ができないとき。 

（５）第１８条（氏名等の変更の届出）の規定に違反したとき、または、当該規定により届け

出られた内容が事実に反することが判明したとき。 

（６）契約者確認に応じないとき。 

（７）第３１条（自営端末機器）の規定に違反し、技術基準に適合しない自営端末機器で利用

したとき。 

（８）第２０条（禁止事項）第1項各号または第３８条（音声サービス固有の禁止事項）各号に

定める行為が行われたとき。 

（９）１年間本サービスを利用しなかったとき。 

（１０）契約者が死亡したとき。 

２．当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、原則として契約者または

利用者に対する特段の通知は行いません。ただし、契約者情報または利用者登録情報により契

約者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。 

３．本条にもとづく利用の停止があっても、本サービス利用料は発生する場合があります。 

４．当社は、本条にもとづく利用の停止について、損害賠償または本サービス利用料の全部ま

たは一部のご返金はいたしません。 

  

第２９条（当社による利用契約の解除） 

１．当社は、第２８条（利用の停止）第１項の規定により本サービスの利用を停止された契約

者または利用者が、なおその利用停止事由を解消しない場合には、何ら通知することなく、利

用契約を解除することがあります。 

２．当社は、契約者または利用者が第２８条（利用の停止）第１項各号のいずれかに該当し、

それにより当社の業務の遂行上著しい支障を及ぼすときは、前項の規定にかかわらず、利用停

止をしないでその利用契約を解除することがあります。 

３．第２８条（利用の停止）第２項、第３項および第４項の規定は、本条により当社が利用契

約を解除する場合に準用します。 

  



 

 

 

第６章  端末機器およびＳＩＭ 

 

第３０条（端末機器利用にかかる義務） 

１．契約者および利用者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基

準（以下、「技術基準」といいます）に適合するよう維持するものとします。 

２．契約者および利用者は、端末機器について以下の事項を遵守していただきます。 

（１）端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の

導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要が

あるときはこの限りではありません。 

（２）故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行

わないこと。 

（３）端末機器に登録されている電話番号その他の情報を読み出し、変更または消去しないこ

と。 

   

第３１条（自営端末機器） 

１．契約者および利用者は、本サービスの利用にあたっては、ワイヤレスデータ通信およびeSI

Mに対応した自営端末機器を自らの費用と責任において用意するものとします。 

２．契約者および利用者は、本サービスの利用に用いている自営端末機器が技術基準に適合し

ない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用を中止するものとします。 

 

第３２条（契約者の切分責任） 

１．契約者は、自営端末機器が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線を利

用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障がないことを確認のうえ、当社

に修理を請求することができます。 



 

 

２．前項の修理において、不具合の原因が契約者または利用者に起因するものであった場合

は、修理に要した費用（消費税相当額を含む）は契約者に負担していただきます。 

  

 

第７章  ワイヤレスデータ通信 

 

第３３条（通信区域） 

１．ワイヤレスデータ通信の通信区域は、携帯電話事業者の通信区域のとおりとします。ワイ

ヤレスデータ通信は、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことが

できます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山

間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。 

２．前項の場合、契約者および利用者は当社に対し、当社の故意または過失により生じた場合

を除き、ワイヤレスデータ通信が利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することは

できません。 

３．本サービスでは、「５G通信オプション」の利用の申込を行い、当社が「５G通信オプショ

ン」の利用登録を完了することで、ノンスタンドアローン方式を用いた第5世代携帯電話ネット

ワークによるデータ通信サービスを無料で利用することができます。ただし、「５G通信オプシ

ョン」の利用にあたっては、５G通信に対応した端末機器が必要となり、５G非対応端末機器に

て「５G通信オプション」を有効にすると、４G/ＬＴＥ通信も利用できなくなる場合がありま

す。なお、「５G通信オプション」を有効にすると、３Ｇ通信はご利用できません。 

  

第３４条（通信利用の制限） 

１．当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむをえない事由が生じた場合、または、

携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と当社

との間で締結される契約の規定にもとづいて携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場

合、通信を一時的に制限することがあります。 



 

 

２．前項の場合、契約者および利用者は当社に対し、当社の故意または過失により生じた場合

を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。 

  

第３５条（通信時間等の制限） 

１．第３４条（通信利用の制限）の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうす

るときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。 

２．前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあ

る場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持の

ために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする

通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定にもとづき総務大臣が告示によ

り指定した機関が使用している移動無線装置（当社、または携帯電話事業者がそれらの機関と

の協議により定めたものに限ります）以外のものによる通信の利用を中止する措置（特定の地

域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます）をとることがあります。 

３．当社は、契約者および利用者間の利用の公平を確保し、ワイヤレスデータ通信を円滑に提

供するため、動画再生やファイル交換（Ｐ２Ｐ）アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量

に占有する通信手順を用いて行われるデータ通信、または、当社設備に著しい負荷を与えるデ

ータ通信について速度や通信量を制限することがあります。 

４．前３項の場合、契約者および利用者は当社に対し、当社の故意または過失により生じた場

合を除き、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできませ

ん。 

５．当社は、本条に規定する通信時間等の制限を実施するため、通信にかかる情報の収集、分

析および蓄積を行うことがあります。 

 

 

第８章  音声サービス 

  

第３６条（音声サービスの提供） 



 

 

本サービスを利用できるSIMは音声通話eSIMに限定され、本サービスの内容に音声サービスの

提供も含まれます。 

  

第３７条（電話番号の付与または使用の許諾） 

１．当社は、契約者に対し、音声サービスを利用するための電話番号を定め、1つの利用契約に

対して１つ付与し、または、使用を許諾します。 

２．契約者は、音声サービスを利用するための電話番号の変更を請求することはできません。 

  

第３８条（音声サービス固有の禁止事項） 

契約者および利用者は、音声サービスを利用するにあたり、第２０条（禁止事項）第１項に定

める行為に加えて、以下の行為を行ってはならないものとします。 

（１）故意に多数の不完了呼（通信の相手先の応答前に発信を取りやめることをいいます）を

発生させ、または連続的に多数の呼を発生させるなど、通信のふくそうを生じさせるおそれの

ある行為。 

（２）第三者または当社に迷惑・不利益を及ぼす行為、音声サービスに支障をきたすおそれの

ある行為、音声サービスの運営を妨げる行為。 

（３）音声サービスの利用において、本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対し、

自動電話ダイアリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣

伝や勧誘などの通信を行う行為または商業的宣伝や勧誘などを目的とした回線への発信を誘導

する行為。 

（４）音声サービスの利用において、自動電話ダイアリングシステムを用いまたは合成音声も

しくは録音音声等を用いて、第三者が嫌悪感を抱くまたはそのおそれのある通信をする行為。 

  

第３９条（音声サービスの通信利用の制限等） 

第３３条（通信区域）、第３４条（通信利用の制限）および第３５条（通信時間等の制限）の

規定は、音声サービスに準用します。 

  



 

 

第４０条（音声サービスオプション） 

１．音声サービスを利用する契約者は、音声サービスオプションを利用することができます。

ただし、当社はサービスの仕様として別の取扱いを定めることがあります。 

２．音声サービスオプションを利用する申込者または契約者は、当社所定の方法により申込を

行うものとします。当社は、申込が行われた当日から起算して当社所定の期間内に音声オプシ

ョンサービスの利用登録を完了します。 

３．音声サービスオプションを解約する場合も前項と同様とします。 

４．音声サービスオプションの内容、料金および詳細は、別紙料金表の規定により定めるもの

とします。 

  

 

第９章  ＳＭＳ（ショートメッセージサービス） 

  

第４１条（本プランのＳＭＳ） 

本プランでは、音声サービスに付随して、ＳＭＳが提供されます。 

  

第４２条（規定の準用） 

第３６条（音声サービスの提供）、第３７条（電話番号の付与または使用の許諾）、第３８条

（音声サービス固有の禁止事項）、および第３９条（音声サービスの通信利用の制限等）の規

定は、ＳＭＳについて準用されます。 

  

第４３条（国際サービス） 

１．ＳＭＳを利用する契約者は、ＳＭＳの国際サービスを利用することができます。ただし、

当社はサービスの仕様として別の取扱いを定めることがあります。 



 

 

２．ＳＭＳの国際サービスのうち一部サービスの利用にあたっては、別途申込を要する場合が

あります。この場合においては、第４０条（音声サービスオプション）第２項および第３項の

規定が準用されるものとします。 

３．ＳＭＳの国際サービスの内容、料金およびその他詳細は、別紙料金表の規定により定める

ものとします。 

  

 

第１０章  保守 

  

第４４条（当社の維持責任） 

当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和６０年郵政省令第３０号）に適

合するよう維持します。 

  

第４５条（修理または復旧） 

１．当社は、当社または協定事業者の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合は

すみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、２４時間以内の修理または復旧を

保証するものではありません。 

２．当社は、当社または協定事業者の電気通信設備の設置、修理、復旧等にあたって、その電

気通信設備に記憶されているメッセージ等の内容等が変化または消失したことにより契約者ま

たは利用者に損害を与えた場合、それが当社の故意または過失により生じたものであるときを

除き、その損害を賠償しません。 

  

第４６条（保証の限界） 

１．当社は、本サービスによるワイヤレスデータ通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除

き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはで

きません。 



 

 

２．当社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラス

トラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的

技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。 

  

 

第１１章  損害の賠償 

  

第４７条（当社の責めに帰すべき事由による損害） 

１．当社は、ワイヤレスデータ通信、音声サービスまたはＳＭＳ（以下、総称して「当社通信

サービス」といいます）を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由により当社通

信サービスが全く利用できない状態（そのサービスにかかる全ての通信に著しい支障が生じ、

全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含むものとし、以下、同様とします）とな

り、そのことを当社が知った時刻から起算して、２４時間以上その状態が継続したときに限

り、その利用不能による損害を賠償します。 

２．前項の場合における賠償は、本プラン月額基本料、音声サービスオプション利用料および

その他オプションサービス利用料（ただし、データチャージオプション月額利用料は除きま

す）から、当社が適当と認める金額を減じる方法により行います。ただし、当社は状況に応じ

て、これとは別の方法により賠償を行う場合があります。 

３．本条第１項の場合において、利用不能とされる期間は、当社通信サービスが全く利用でき

ない状態が継続した時間（２４時間の倍数である部分に限るものとし、以下、同様とします）

を２４時間ごとに数え上げて得た日数（以下、「利用不能日数」といいます）に限るものと

し、減じる金額は、利用不能日数に相当する金額に限るものとします。 

４．前項にかかわらず、契約者が、当社通信サービスの利用不能により通常生ずべき損害を賠

償するためには利用不能日数を超える利用期間を付与すべきであること、または、利用不能日

数に相当する金額を超える金額を減じるべきであることを証明した場合は、この限りではあり

ません。 

５．前４項の規定は、当社に故意または重大な過失がある場合は適用されないものとします。 



 

 

  

第４８条（協定事業者の責めに帰すべき事由による損害） 

１．当社は、当社通信サービスを提供すべき場合において、協定事業者が当社に提供する接続

サービスの障害等、協定事業者の責めに帰すべき事由により当社通信サービスを提供できなか

った場合であって協定事業者から当社に対し損害が賠償された場合に限り、当該賠償額を、当

社通信サービスを利用できなかった契約者および利用者全員に対する損害賠償の総額とし、付

与すべき利用期間または減じるべき金額に換算したうえで、その利用不能による損害を賠償し

ます。 

２．前項の場合における賠償の方法については、第４７条（当社の責めに帰すべき事由による

損害）第２項の規定が準用されるものとします。 

  

第４９条（不可抗力免責） 

天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により、契約者および利用者が本

サービスを利用できなかったときは、当社は、一切その責任を負わないものとします。 

  

第５０条（本サービスの利用または利用不能から派生した損害） 

１．当社は、契約者および利用者が本サービスを利用することにより得た情報等（コンピュー

タプログラムを含みます）について、その品質、完全性、正確性、特定目的への適合性、有用

性、ウイルスの不存在その他何らの保証も行いません。当該情報等のうち当社以外の第三者に

よる提供にかかるものに起因して生じた損害について、当社は何らの責任も負わないものとし

ます。 

２．当社は、本サービスを利用した場合に生じた、情報等の破損、滅失または第三者に対する

漏洩による損害について、当社の故意または過失により生じた場合を除き、一切の責任を負わ

ないものとします。 

３．当社は、本サービスの不具合その他の瑕疵、自営端末機器の不具合または技術基準不適合

による本サービスの利用不能、契約者もしくは利用者による本サービスの利用もしくは利用不

能、または契約者もしくは利用者に対するサポートサービスの提供もしくは提供不能の結果と

して生ずべき契約者もしくは利用者の逸失利益、機密情報の損失、事業の中断、人身傷害、プ



 

 

ライバシーの侵害、その他契約者または利用者が被るべき一切の金銭的および非金銭的損害、

損失ならびに費用に関し、当社の故意または過失により生じた場合を除き、一切の責任を負わ

ないものとします。 

  

第５１条（損害賠償額の上限） 

当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該

契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損

害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしく

は重大な過失がある場合、または第４８条（協定事業者の責めに帰すべき事由による損害）に

規定する場合はこの限りではありません。 

  

 

第１２章  サポートサービス 

  

第５２条（サポートサービス） 

１．当社は、本規約で個別に定める場合を除き、契約者および利用者に対し、保守、デバッ

グ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する

義務を負いません。 

２．当社は、契約者および利用者に提供している本サービスのアップデート等のサービスを中

止する権利を留保します。 

３．当社は、本サービスの利用に関する一般的な技術情報を除き、いかなる技術情報も提供す

る義務を負いません。 

  

第５３条（情報の収集） 



 

 

１．当社は、本サービスに関し、契約者および利用者に対するサポートサービスを提供するた

めに必要な情報を収集、利用することがあります。契約者および利用者から必要な情報が提供

されない場合、十分なサポートサービスを提供できないことがあります。 

２．当社は、前項により当社が契約者および利用者から収集した情報について、技術サポート

のほか、当社サービスの提供に伴う契約者および利用者の本人確認、アフターサービス、新商

品およびキャンペーン情報等のご案内ならびに商品開発およびサービス向上等のための調査に

利用することがあります。ただし、契約者および利用者を特定できる形で公開することはあり

ません。 

  

 

第１３章  雑則 

  

第５４条（携帯電話事業者との契約） 

契約者は、本サービスを利用するにあたり契約者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結さ

れ、本サービスの利用の終了により接続契約が解約される場合があることを了承します。その

場合、当社が当該接続契約の申込および解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。な

お、契約者において特段の手続きは不要です。 

 

第５５条（本サービスの廃止） 

１．当社は、技術仕様の変更等により本サービスの全部または一部を廃止することがありま

す。 

２．当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、本サービスの廃止日までに相当

な期間をおいて、第３条（本サービスに関する通知）の方法によりその旨を契約者に通知しま

す。 

  

第５６条（分離性） 



 

 

本規約の一部分が無効で強制力を持たないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性

はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。 

  

第５７条（準拠法） 

本規約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法を準拠法とします。 

  

第５８条（協議） 

当社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意を

もって協議のうえ解決するものとします。 

  

第５９条（管轄裁判所） 

当社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所

を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

  

付則 

２０２５年１１月１８日施行 

  



 

 

別紙 

料金表 

第１ 本プランの月額基本料 

１ 適用および料金額 

本プラン月額基本料の適用 

月額基本料 １,８００円（税込） 

２ 本プランの利用に関しては、以下の定めを適用します。 

（１）本プラン月額基本料は、本プラン利用開始日に発生し、以降、更新日に毎月の本プラン

月額基本料が発生します。 

（２）毎月付与される高速データ通信容量は、本プラン月額基本料の与信枠の確認完了後に付

与されます。 

（３）本サービスの利用が停止された場合、利用停止事由が解消された日を新たな更新日と

し、次の更新日の前日までの1か月を本プラン月額基本料の計算期間とします。 

第２ ＳＭＳ通信料 

１ 適用および料金額 

送信者（契約者）条件 受信者（相手先）条件 ＳＭＳ通信料※１ 

日本 日本 
３．３～３３円（税込）／１通 ※２ 

日本 海外の事業者番号 
５０～５００円（不課税）／１通 ※２ 

海外 日本 
１００円（不課税）／１通 



 

 

海外 海外 
１００円（不課税）／１通  

※１ ＳＭＳ通信料はＳＭＳの送信時に発生する料金です。契約者がＳＭＳの受信を行う場合

にはＳＭＳ通信料は発生いたしません。 

※２ ＳＭＳ通信料は送信文字数により異なります。 

 ２ 契約者のSMS通信料が、平均的な利用実績または契約者もしくは利用者の過去の利用実績

と比較して著しく高額となっていると当社が判断した場合、本サービスの一部または全部のご

利用を一時的に停止する場合があります。 

第３ 通話料 

１ 適用および料金額 ※１ 

国内通話料 通話料 ３０秒あたり１１円（税込） 

特番通話料 株式会社ＮＴＴドコモ（本店所在地:東

京都千代田区永田町２丁目１１番１号 山

王パークタワー）（以下、「ドコモ」と

いいます）が定める特番通話として定め

られた額と同額 

デジタル通話料※2 ３０秒あたり３９．６円（税込） 

国際通話料 ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料と

して定められた額と同額（消費税相当額は課税されません） 

国際ローミング料 ドコモが定めるＦＯＭＡサービス契約約款およびＸｉサービス契

約約款において国際アウトローミング使用料として定められた額

と同額（消費税相当額は課税されません） 



 

 

※１ 衛星電話サービスを利用した場合の通話料は、ドコモが定める衛星電話サービスにかか

る通話料と同額となります。 

※２ デジタル通話料とは、テレビ電話・６４ｋｂ／ｓデータ通信などのデジタル通信を利用

した場合の通話料をいいます。 

 

２ 音声通話機能の利用に関しては、以下の定めを適用します。 

（１）ＳＭＳ通信料、国内通話料、国際通話料および国際ローミング料とはＳＭＳ送信、音声

通話および国際ローミングの利用に応じて、本プラン月額基本料とは別に支払を要する料金と

して定めるものです。 

（２）ＳＭＳ通信料、国内通話料、国際通話料および国際ローミング料は、利用開始月から解

約日が属する月まで、毎月末日を締切日として利用料金を計算します。 

（３）本サービスにおける国内通話は、特番通話およびデジタル通話を除いて、第三者課金発

信（オートプレフィックス）を使用した発信となります。 

（４）契約者の通話料が、平均的な契約者の利用実績または契約者の利用実績と比較して著し

く高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うこと

があります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社は本サービスの利用を停止する

ことがあります。 

（５）契約者の国際通話料が、著しく高額となっていると当社が判断した場合、本サービスの

一部または全部の利用を一時的に停止する場合があります。この場合、当該月の国際電話はご

利用することができません。 

（６）本サービスの利用の終了にかかわらず、ＳＭＳ機能および音声通話機能の利用が可能な

場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該終了日がいつであるかに

かかわらず、当該利用にかかる料金を請求するものとします。 

（６）国内通話料および国際通話料は、ご利用月の２か月後に請求が行われるものとします。

また、国際ローミング料については、個々のローミング事業者の状況により、２か月以上遅れ

て請求が行われる場合があります。 

 

 

 



 

 

３ 契約者は、以下の音声サービスオプションがご利用になれます。 

オプション名 月額利用料（税込） 

かけ放題オプション ５分かけ放題 特約にて規定 

１０分かけ放題 特約にて規定 

無制限かけ放題 特約にて規定 

割り込み電話着信 ２２０円 

留守番電話 ３３０円 

国際電話 月額無料 

※通話料は別途かかります。 

国際ローミング 月額無料 

※通話料（発信料・着信料）、SMS通信

料、データ通信料は別途かかります。海

外でご利用の場合、電話を受ける場合も

通話料が発生します。 

４ 音声サービスオプションの利用に関しては、以下の定めを適用します。 

（１）音声サービスオプション利用料は、利用開始月から解約日が属する月までの月額制（歴

月課金）で計算し、毎月1日が課金日となり、日割計算は行いません。 

 

第４ データチャージ  

１ 適用および料金額 

１ＧＢチャージ １ＧＢあたり３３０円（税込） 

１０ＧＢチャージ １０ＧＢあたり１，２００円（税込） 



 

 

 

２ データチャージの利用に関しては、以下の定めを適用します。 

（１）データチャージとは、契約者の請求に応じて、保有している高速データ通信容量を消費

した場合であっても、高速データ通信容量を追加することで、データ通信速度の変更なく引き

続きデータ通信をご利用いただくことが出来るオプションサービスです。 

（２）データチャージの料金は、契約者の請求回数に応じて、本プラン月額基本料とは別に支

払を要する料金として定めるものです。 

（３）データチャージによる高速データ通信容量の追加は、残データ容量に関わらず、決済が

完了した時点で行われるものとします。      

 

３ 契約者は、以下のギガ増しオプションがご利用になれます。 

オプション名 チャージされる高速データ通

信容量 

月額利用料（税込） 

 

ギガ増しオプション ５０ＧＢ ２,５００円 

 

４ ギガ増しオプションの利用に関しては、以下の定めを適用します。 

（１）以下に定める課金開始日に初回の高速データ通信容量が追加され、以後、課金開始日に

応当する日（ただし、応当する日がない場合は、当該応当する日がない月の末日とします。以

下、「データチャージ日」といいます）に毎月の高速データ通信容量が追加されます。なお、

データチャージ日がギガ増しオプションの更新日となります。 

 ①利用契約申込と同時申込の場合 

  本プラン利用開始日 

 ②①以外の場合 

  ギガ増しオプション申込日 

（３）ギガ増しオプションによってチャージされる高速データ通信容量も、第6条（本プラン内

容）第1項に定める累積できる高速データ通信容量に含まれます。当該上限を超える高速データ



 

 

通信容量は無効となり、累積されません。当該上限により高速データ通信容量が追加されなか

ったとしても、ギガ増しオプション月額利用料は発生します。 

（４）本サービスの利用が停止された場合において、利用停止期間中にデータチャージ日が到

来したときは、ギガ増しオプションは自動的に解約されます。ギガ増しオプションの継続を希

望される場合は、再度お申し込みを行う必要があります。本項にもとづく自動解約により契約

者または利用者に損害等が生じても一切責任を負いません。 

 

 

第５ その他オプションサービス一覧 

１ 適用および利用料金額 

オプションサービス名 単位 月額利用料（税込） 

安心フィルタリング １オプション契約ごとに ３３０円 

詳細は特約にて規定 

２ 安心フィルタリングの利用に関しては、以下の定めを適用します。 

（１）安心フィルタリング利用料は、利用開始月から解約日が属する月までの月額制（歴月課

金）で計算し、毎月1日が課金日となり、日割計算は行いません。 

第６ 手続きに関する料金 

１ 適用 

手続きに関する料金の適用 



 

 

（１）手続き

に関する料金

の種別 

手続きに関する料金は、以下のとおりとします。 

料金種別 内 容 

ア 登録事務手数料 契約の申込をし、その承諾を受けたとき

に必要な事務手続きを実施するための料

金 

イ eSIM発行手数料 eSIM発行に必要な本人確認および事務手

続きを実施するための料金 

ウ eSIMプロファイル

再発行手数料 

eSIMのプロファイルを再発行するときに

必要な本人確認および事務手続きを実施

するための料金 

エ 通話明細発行手数料 通話明細を書面にて発行するときに、必

要な事務手続きを実施するための料金 
 

（２）登録事

務手数料の適

用除外 

当社が指定する販売形式で、本サービスのパッケージを購入した場合にお

いては、（１）欄の規定にかかわらず、登録事務手数料は発生しません。 

（３）手続き

に関する料金

の減免 

弊社は「（１）」欄および「２ 料金額」の規定にかかわらず、手続きの

態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免することが

あります。 

 

２ 料金額 

料金種別 単位 料金額（税込） 

ア 登録事務手数料 １回線ごとに ３，３００円 

イ eSIM発行手数料 １回線ごとに ４４０円 

ウ eSIMプロファイル再発行手数

料 

１回ごとに ４４０円 

 



 

 

エ 通話明細発行手数料 １通ごとに ９００円 

  

 

第７ ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料 

１ 適用 

ユニバーサルサービス料および

電話リレーサービス料の適用 

契約者は、ユニバーサルサービス料および電話リレーサ

ービス料の支払を要します。 

※本プラン利用開始日より発生します。 

※ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料は本プラン月額基本料とは別途ご請求

いたします。 

 

２ 料金額 

区分 単位 料金額（税込） 

ユニバーサルサービス料お

よび電話リレーサービス料 

１回線ごとに 本サービスにかかるＷｅｂサイト上への

掲示または当社ホームページ上（本サー

ビスアプリ画面も含む）に掲載（法令に

もとづき変更されます。都度ご確認をお

願いします） 

  

  

以上 

 


